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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４０～１３０ｍｍ．ＷＧの耐通気性を有し、多くて５０％のタール捕捉性をもつ下流フ
ィルタープラグ、それより縦方向上流に空間を置いて配置された２０ｍｍ．ＷＧ以下の耐
通気性を有し、多くて２２％のタール捕捉性をもつ上流フィルタープラグ、及び当該空間
を置いて配置された両フィルタープラグの周囲を連結、結合してその間に空洞を形成し、
当該空洞と合致させた１個以上の通気孔を有するフィルターラッパーを含んでなる、多く
て５０％のタール捕捉性を有するタバコフィルター。
【請求項２】
　４０～１３０ｍｍ．ＷＧの耐通気性を有し、多くて５０％のタール捕捉性をもつ下流フ
ィルタープラグ、それより縦方向上流に空間を置いて配置された２０ｍｍ．ＷＧ以下の耐
通気性を有し、多くて２２％のタール捕捉性をもつ上流フィルタープラグ、及び当該空間
を置いて配置された両フィルタープラグの周囲を連結、結合してその間に空洞を形成する
、通気孔を有しないフィルターラッパーを含んでなる、多くて５０％のタール捕捉性を有
するタバコフィルター。
【請求項３】
　前記下流フィルタープラグが６０～１１０ｍｍ．ＷＧの耐通気性を有する、請求項１又
は２に記載のフィルター。
【請求項４】
　前記下流フィルタープラグが３５～４５％のタール捕捉性を有する、請求項１～３のい
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ずれか１項に記載のフィルター。
【請求項５】
　前記上流フィルタープラグが８～１６ｍｍ．ＷＧの耐通気性を有する、請求項１～４の
いずれか１項に記載のフィルター。
【請求項６】
　前記上流フィルタープラグが１４～２０％のタール捕捉性を有する、請求項１～５のい
ずらか１項に記載のフィルター。
【請求項７】
　前記フィルターラッパーが通気性のラッパーである、請求項１～６のいずれか１項に記
載のフィルター。
【請求項８】
　前記フィルターラッパーが空気透過性の材料からなる、請求項７に記載のフィルター。
【請求項９】
　前記上流フィルタープラグの上流端部で巻きタバコロッドと結合され、外部通気が横方
向から空洞内に入る通路が設けられている、請求項１～８のいずれか１項に記載のフィル
ターを含んでなるフィルターシガレット。
【請求項１０】
　前記フィルターと巻きタバコロッドがリングチッピングによって結合されている、請求
項９に記載のフィルターシガレット。
【請求項１１】
　前記フィルターと巻きタバコロッドが全体チッピングオーバーラップによって結合され
、前記フィルターラッパーと当該チッピングオーバーラップには共に外部通気が横方向か
らそこを通って空洞内に入る通路が設けられている、請求項９に記載のフィルターシガレ
ット。
【請求項１２】
　前記フィルターラッパーが空気透過性材料からなり、そして前記チッピングオーバーラ
ップが空洞と合致した１個以上の通気孔を有する、請求項１１に記載のフィルターシガレ
ット。
【請求項１３】
　前記チッピングオーバーラップが、前記フィルターラッパーにおける１個以上の通気孔
と前記空洞とに合致した１個以上の通気孔を有する、請求項１１に記載のフィルターシガ
レット。
【請求項１４】
　５ｍｇ未満のＣＯ排出量、及び０．７未満のＣＯ／タール排出比を有する、請求項９～
１３のいずれか１項に記載のフィルターシガレット。
【請求項１５】
　鏡像関係で端と端が一体的に接して結合された請求項１～８のいずれか１項に記載の複
数のフィルターを含んでなる、倍数長のフィルターロッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タバコフィルター、特に、シガレット用のタバコフィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　いくつかの慣用のシガレットでは、１より僅かに小さいＣＯ／タール排出比（それぞれ
、シガレット当たりｍｇで測定される）を有しているが、この比率は、通常、１以上であ
る。タールは、本発明中では、水及びニコチンを含まない微粒状の物質（ＰＭＷＮＦ）と
して定義される。ＣＯ排出量を低減させることは、極めて望ましいことであり、これを達
成することを目指してきたこれまでの手段では、不満足な風味の排出及び／又は意に満た
ない通気性能をもたらす結果となってしまい、そして／また、必然的に高価なフィルター
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構造を伴っていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本出願人は、今や、驚くべきことに、比較的高い耐通気性で低いタール捕捉性の下流フ
ィルタープラグ、それより上流に縦方向に間隔を置いて配置された比較的低い耐通気性で
低いタール捕捉性の上流フィルタープラグ、及び周囲を連結して間隔を置いて配置された
両フィルタープラグを結合しそれらの間に通気空洞を形成するフィルターラッパーを有す
る、単純でかつ安価に構成された低タール捕捉性フィルターを用いることによって、喫煙
家の満足感が継続されるような、ＣＯ排出量の低減とＣＯ／タール排出比の低下とがもた
らされる、ことを見出した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によれば、比較的高い耐通気性で多くて５０％のタール捕捉性をもつ下流フィル
タープラグ、それより上流に縦方向に間隔を置いて配置された比較的低い耐通気性で多く
て２０％のタール捕捉性をもつ上流フィルタープラグ、及び周囲を連結して空間を置いて
配置された両フィルタープラグを結合しそれらの間に空洞を形成するフィルターラッパー
を含む、多くて５０％のタール捕捉性を有するタバコフィルターが提供される。用語「比
較的高い」及び「比較的低い」は、当該下流プラグの耐通気性が当該上流プラグのそれよ
りも高いことを意味するものとして使われる。当該上流プラグのタール捕捉性は、当該下
流プラグのそれよりも低いことが好ましい。下流フィルタープラグは、フィルターの口辺
端面まで伸びていることが好ましい。上流フィルタープラグは、当該フィルターの上流端
面まで伸びていることが好ましい。当該空洞には、微粒状の添加剤、例えば微粒状の収着
剤、好ましくは活性炭が含まれていてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　本発明によるフィルターシガレットでは、かかるフィルターは、上流フィルターのタバ
コに面する端部で巻きタバコロッドと結合され、そして空洞が通気性にされる、即ち、外
部通気が横方向から空洞内に入るための通路が設けられる。フィルターは、例えば、リン
グチッピング（露出したフィルターラッパーの多くを残すようにフィルターとロッドの隣
接端部の周囲だけを連結すること）によって、あるいは全体チッピングオーバーラップ（
フィルター長の全体とロッドの隣接端部の周囲を連結すること）によって、巻きタバコロ
ッドと結合されてもよい。
【０００６】
　フィルターシガレットに一体化する前のフィルターそれ自体のフィルターラッパーは、
通気性のラッパー（これには、横方向から空洞内に入り込む外部通気が通過するための通
路が設けられている）であってよく、また、それが非通気性であってもよい。当該フィル
ターラッパーは、空洞と合致させた一以上の空気透過性の領域を有していてもよく、また
、それは全体が空気透過性であるか、あるいは本来的に空気透過性の材料からなっていて
もよい。これらケースのそれぞれでは、当該フィルターラッパーは、その空洞の周囲に１
個以上の通気孔又は開口部（例えば、穿孔）を有していてもよいが、これは選択的であっ
て、多くの場合に、孔あきフィルターラッパーは、未だ結合されていないフィルターそれ
自体にとっては必要とされていない。未結合のフィルターが、空気非透過性材料のフィル
ターラッパーを有し、それが本来的に空気透過性材料からなる全体チッピングオーバーラ
ップと関連させて用いられることになっている場合には、そのときは、当該未結合のフィ
ルターラッパーが空洞と合致した１個以上の開口を有することが最も好都合であるという
べきところ、しかし、このことはその最も好ましい解決策ではなく、そして、より普通に
は、当該未結合フィルターのフィルターラッパーには、通気孔は設けられていないのであ
る。よって、当該フィルターラッパーが、本来的に空気透過性材料からなるときには、通
気孔（これを排除するものではないが）は、通常不必要であり、そして、孔あきフィルタ
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ーラッパーが必要となる場合には、本発明によるフィルターシガレットの生産において、
予備形成されたフィルターに巻きタバコロッドを結合する際に、あるいはその後に、当該
フィルターラッパーに対してそれ自体のあるいはそれぞれの通気孔を形成することが好ま
しいことが、屡ある。
【０００７】
　本発明によるフィルターシガレットでは、空洞周囲の壁（例えば、リングチッピングが
用いられるときのフィルターラッパー、又はフィルターラッパーとチッピングオーバーラ
ップの組合せ）は、通気性でなければならない、即ち、外部通気が横方向からそこを通っ
て空洞内に入るための通路が設けられていなければならない。本発明によるフィルターシ
ガレットにおけるチッピングオーバーラップは、かくして、通気性のフィルターラッパー
を取り囲む通気性のオーバーラップでなければならず、例えば、当該チッピングオーバー
ラップは、一以上の空気透過性の領域を有していてもよく、あるいは全体的に固有の空気
透過性の材料からなっていてもよいし、そして／また、それは、１個以上の通気性の孔又
は開口（例えば、穿孔）を有していてもよい。そして、当該チッピングオーバーラップを
貫通するようにして設けられた通気路は、当然のこととして、そのフィルターラッパーを
貫通する通気路と空洞とが合致している必要がある。
【０００８】
　本発明による一つの好ましい実施態様では、当該フィルターラッパーは、本来的に空気
透過性の材料からなり、そして空洞の周囲に１個以上の孔をもつ孔あきの（例えば、穿孔
された）チッピングオーバーラップを用いて、フィルターシガレットに当該フィルターが
一体化される。その他の好ましい実施態様では、通気性の孔をもたないチッピングオーバ
ーラップを用いて、巻きタバコロッドを、通気性の孔をもたないフィルターラッパーを有
する本発明によるフィルターと合体させ、そして、空洞を取り囲む孔又は開口同士（例え
ば、穿孔）を合致させることは、空洞内への通気を確保するように、オーバーラップとそ
の下にあるフィルターラッパーとを同時に貫いて形成することによって達成される。
【０００９】
　通気性の開口がフィルターラッパー及び／又はチッピングオーバーラップにあるときは
、それらは、通常、空洞の横方向あるいは周囲に延びる一個以上の列となって分配される
が、他の配列も可能であり、そして、その通気性は、いかなる配置又は分配にある孔又は
開口であっても、それを拡大することによって増大させることが可能である。
【００１０】
　当該フィルターは、慣用の長さ、例えば２５～３０ｍｍであってよい。その空洞は、例
えば、長さ５～１０ｍｍであってよい。その下流フィルタープラグは、上流フィルタープ
ラグ（例えば、約１０ｍｍ）と略同じ長さであってよいが、当該上流プラグは、二つのう
ち短い方であってよい。
【００１１】
　下流フィルタープラグの圧力降下（ＰＤ）－また、耐通気性（ＤＲ）ともいう－は、例
えば、４０～１３０ｍｍ水中圧（ＷＧ）であってよく、好ましくは６０～１１０ｍｍＷＧ
、例えば約９０ｍｍＷＧである。下流フィルタープラグのタール捕捉性は、好ましくは３
０～５０％、より好ましくは３５～４５％、例えば約４０％である。上流フィルタープラ
グの圧力降下は、例えば２０ｍｍＷＧまでよく、好ましくは８～１６ｍｍＷＧ、例えば約
１２ｍｍＷＧである。上流フィルタープラグのタール捕捉性は、２２％までであり、好ま
しくは１４～２０％、例えば約１８％である。
【００１２】
　下流フィルタープラグは、不織フィラメントのトウからなることが好ましく、その必要
な性能は、高デニールのフィラメント（低捕捉性用）でかつ高トータルデニールのトウ（
単位長当たり高い圧力降下用）を用いることによって得られる。フィラメントの酢酸セル
ローストウが好ましく、少なくとも５（例えば、７又は８、又は９）のフィラメントデニ
ールでかつ７０～８０×１０3（約７５×１０3）のトータルトウデニールからなるものが
好適である。例えば、英国特許第１，１６９，９３２号明細書に記載されるように作られ
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た、ＮＷＡ（ラップされていないアセテート）からなるフィルタープラグが好ましい。し
かしながら、他の繊維及び非繊維からなる下流フィルタープラグ材料及び構造（例えば、
ステープルファイバー又は気泡プラスチック材料からなるプラグ、又はプラスチック、例
えばＨＤＰＥ－繊維もしくはフィラメントからなるプラグ）を用いることも、それらが適
度な低捕捉性と高耐通気性を有することを条件として、可能である。
【００１３】
　また、上流フィルタープラグは、高デニールフィラメントからなることもあるフィラメ
ントのトウであってもよい。フィラメントの酢酸セルローストウが好ましく、好適には、
少なくとも５(例えば約９）のフィラメントデニールからなるが、そのトータルデニール
は、所要の低い圧力降下を確保できるように当該下流プラグのそれよりもずっと低い（例
えば、略１／２の）トータルトウデニール、つまり、上流プラグトウのトータルデニール
が例えば３５～４０×１０3を有するものが好ましい。予備形成されたＷＡ（ラップされ
たアセテート）からなる上流フィルタープラグが好ましい。しかしながら、他の繊維及び
非繊維からなる上流フィルタープラグ材料及び構造（例えば、ステープルファイバー又は
気泡プラスチック材料からなるプラグ、又はプラスチック－例えばＨＤＰＥ－繊維もしく
はフィラメントからなるプラグ）を用いることも、それらが適度な低捕捉性と低耐通気性
を有することを条件として、可能である。
【００１４】
　通気度は、最終製品で必要とされる他の詳細な構造や性能に従って選定することが可能
であるが、常態では、それは高く、例えば５０～７５％又はそれ以上とされている。
【００１５】
　フィルターシガレットにおいて満足する風味と通気性を与える、本発明による商業的に
実行可能なフィルターでは、低ＣＯ排出量（普通の通気性のフィルターシガレットによっ
て通常排出されるシガレット当たり約６ｍｇの値に比して、通常、シガレット当たり５ｍ
ｇ未満）と低ＣＯ／タール排出比（普通の通気性のフィルターシガレットに係る約１の通
常の値に比して、通常、０.７未満で、好ましくは０.６以下）を与えることが可能である
。
【００１６】
　本発明によるフィルターは、連続直列単一通過方式によって生産されてもよい。この方
式では、連続供給されて縦方向に前進するフィルターラッパー材料のリボン上に、上流及
び下流プラグが一定の間隔を置いて交互に送り込まれ、当該リボンとその上のプラグとが
連続的にガーニチャー（garniture）内に入り通過する間に、重ねられ、固定された継目
によって確保された円筒状のラッパー内に、一連の間隔を置いて配置されたプラグからな
るロッドの集成体が形成される。その最初の連続ロッドは、当該機械の出口から連続的に
出る際に限定された長さに切断されて、その後の用途に供される。この切断は、上記で定
義され記載されたような個別のフィルターに切断され、次いでそのそれぞれが個別の巻き
タバコロッドに取り付けられて、フィルターシガレットが形成される。しかしながら、よ
り普通には、連続的に出るロッドは、続く用途のために、最初は２倍あるいは更に高い倍
数（通常は、４倍又は６倍）の長さに切断され、最初の切断が４倍又は６倍の長さである
場合には、次いでその長さは続いてのフィルターシガレット集成体用に２倍の長さに切断
され、そこで、この２倍長のフィルターロッドが、一対の巻きタバコロッドの間に集めら
れ、（リングチッピングあるいは全体チッピングオーバーラップにより）結合され、次い
で、その組合せ体が中心部で切断されて、二本の個々のフィルターシガレットとなる。こ
の目的のために、本発明では、連続的に生産される最初のロッドは、終局の個々のフィル
ターのプラグの長さの２倍である。連続ロッド及びそれから切断された倍数長のロッドは
、鏡像関係で端と端が一体的に連結された本発明による個々のフィルターを有し、そして
、上記したフィルターシガレット集合体用の２倍長のロッドは、それぞれの１倍長の上流
プラグ寄りの空洞の末端で閉塞された対向する１倍長の両空洞の間に２倍長の下流プラグ
を有する。そして、その個々のフィルターシガレットを作るための切断は、その中心の二
倍長のプラグの中ほどを横方向に切断して行われる。本発明には、ここで記載する製造手
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段、並びにそれによって作られる２倍長及びより高い倍数長のフィルターロッドも含まれ
る。
【００１７】
　図１のフィルターには、比較的高い耐通気性（圧力降下）でかつ低いタール捕捉性であ
る円柱状の口辺端部フィルタープラグ２、比較的低い耐通気性（圧力降下）でかつ低いタ
ール捕捉性である円柱状の上流フィルタープラグ３、及び両プラグの周囲に連結されてそ
れらの間に空洞６を形成するフィルターラッパー４を有する。
【００１８】
　単に、選択的な特徴（孔あきフィルターラッパーの未結合フィルター自体の使用）を説
明することを目的として、図１のフィルターラッパー４は、その空洞６の周囲に貫通する
環状に並んだ通気孔８を有するものとして示されている。しかしながら、多くの場合に、
当該未結合のフィルターラッパー４には何らの通気孔も無く、よって、当該フィルターラ
ッパー４が本来的に空気透過性の材料からなるときは、通常、それは孔開けされる必要は
ない。そして、孔あきフィルターラッパーがフィルターシガレットに所望され、あるいは
必要とされるときには、その孔又は他の開口の形成は、巻きタバコロッドと予備形成され
たフィルターとを集成した後にのみ実施することが最善である。
【００１９】
　図２では、フィルターの全長と巻きタバコロッド１０、１１の隣接端部だけを取り囲み
、連結する全体チッピングオーバーラップ１２を用いて、その上流端部７の位置で、それ
自体がラップ１１されたタバコロッド１０と結合された図１のタイプのフィルターが示さ
れている。チッピングオーバーラップ１２は、フィルターラッパー４を貫通する通気孔８
と合致された環状の通気孔１４を空洞６の周囲に有するものとして示されている。フィル
ターラッパー４が、本来的に空気透過性の材料からなるときは、孔８は不必要であり、存
在しない。そして、孔１４は、フィルターシガレットが集成される前に当該オーバーラッ
プ１２に形成される。両者の孔８、１４が存在するときには、それらの孔８と１４とが合
致するように、フィルターシガレットを集成させた後でのみ、フィルターラッパー４とチ
ッピングオーバーラップとを同時に貫通させて形成することが、最も好都合である。
【００２０】
　これに代わって、図１のフィルターは、殆どのフィルターラッパー４が直接大気に曝さ
れるように、フィルターとタバコロッドの隣接端部の周囲のみにわたる、リングチッピン
グによって巻きタバコロッド１０、１１に結合されてもよい。そのときには、通常、フィ
ルターラッパー４は、空気透過性材料からなり、空洞６に通ずる通気性を与えるために、
（フィルターシガレットを集成する前後に開けられた）空洞６の周囲に一個以上の孔が備
えられている。
【００２１】
　図３には、本発明による倍数長のフィルターロッドが示されている。図３では、倍数長
のフィルターロッドが、上記したように連続して作られ、図３の右側の製造機の出口（図
示されていない）から縦方向に連続して現れるこのフィルターロッドは、フィルターラッ
パー４内にその最終的な個々の空洞６のそれらと同じ長さの空洞６によって間隔を置いて
配置された、上記最終的な個々のフィルタープラグ２及び３の長さの２倍長をもつプラグ
２’及び３’を有する。線Ｂは、図示された６倍長のフィルターロッドの前縁を示し、そ
して、線Ｂ’は、その後縁の位置を示し、また、前記機械出口の下流の切断機（図示され
ていない）の設置場所をも示している。前進するフィルターロッドは、前記場所で、まさ
に略２倍長のプラグ３’に切断されて後縁７が形成され、６倍長のプラグに分離されると
ころであり、その前縁７は、このロッドの位置が先に前記切断場所を通過したときに線Ｂ
の位置で既に形成されている。線Ｂの左側の図３の部分は、先に分離された６倍長のフィ
ルターロッドの後縁を概略的に示し、そして線Ｂ’の右側の部分は、次いで形成されるべ
き前縁を示している。図示されるような６倍長のフィルターロッドがフィルターシガレッ
トの製造に用いられることになっているときは、先ず、線ＡとＡ’の箇所で２倍長のプラ
グ３’に同時切断されて、３個の所定の２倍長のフィルターロッドとなる。そのそれぞれ



(7) JP 4546248 B2 2010.9.15

10

20

30

40

は、１倍長のプラグ３によって閉塞された各端部に空洞６をもち、中心に２倍長のプラグ
２’を有する。前記したように、次いで、それぞれの２倍長のフィルターロッドは、２本
の巻きタバコロッドの間に整列され、結合されて、当該２倍長のプラグ２’の中央で切断
され、本発明の２本のフィルターシガレットとなる。連続的に形成されるフィルターロッ
ドは、当初、他の倍数（例えば、２倍又は４倍または８倍）長に切断されてよく、そして
／また、倍数長のフィルターロッドから切断された、あるいは直接、連続的に形成される
フィルターロッドから切断された、図１におけるような１倍長のフィルターが、個別的に
単一の巻きタバコロッドに結合されてもよいことは、明らかである。
【００２２】
　図３には、図１の孔８が示されているが、図１及び２との関連で説明したように、これ
らの孔は、任意であり、無くてもよい。
【００２３】
　実施例１
　図１及び２に関して記載されるように、本発明によるフィルター及びフィルターシガレ
ットの特定例において、当該フィルターは、２７ｍｍの長さで、約２５ｍｍの円周である
。口辺の端部プラグ２は、１０ｍｍ長のラップされていないアセテート（ＮＷＡ）プラグ
、即ち、集成され結束されて柔軟性をもたせた酢酸セルロースフィラメントであり、それ
は、それぞれ２梱のベールからなる二束のトウの混合物から作られ、一方のベールは８／
３９デニール、－つまり８ｄｐｆ（フィラメント当たりのデニール）で、３９×１０3の
トータルデニール－であり、そして他方のベールは７／３４デニールであって、最終的に
７～８／７３のデニール製品が得られる。所定のトウを特定して別に加工すると、異なる
性能をもったプラグが得られる。この実施例では、当該加工処理は、１０ｍｍのプラグが
、３５％未満のタール捕捉性をもつ４５ｍｍＷＧのＰＤを有するように行われている。上
流端部のプラグ３は、９／３７デニールのトウから作られた、１０ｍｍ長のラップされた
アセテート（ＷＡ）プラグ－即ち、柔軟性を持たせた酢酸セルロースフィラメントからな
る予備形成されラップされたプラグ－であり、それは、約１６％のタール捕捉性をもつ１
０．５ｍｍＷＧのＰＤを有する。フィルターラッパーは、２７ｍｍの長さであって、両プ
ラグ２及び３の間に伸びる７ｍｍ長の空洞を形成している。当該フィルターラッパーには
、図１及び２に示されるような孔８は無く、空洞６内へ通気を与えるために空気透過性の
紙からなっている。フィルターロッドは、通気性のチッピングオーバーラップ１２によっ
て市販の巻きタバコロッド１０、１１と結合されている。このチッピングオーバーラップ
紙は、喫煙時に、外部空気が、そのオーバーラップ孔とその下にある透過性フィルターラ
ッパーとを通過して横方向から空洞内に進入するように、空洞６の周囲に単一環状に配さ
れた通気孔１４を有している。
【００２４】
　実施例２及び３
　本実施例のフィルター及びフィルターシガレットは、各実施例において、フィルター長
が２５ｍｍで、８ｍｍの長いＮＷＡ及びＷＡのプラグと９ｍｍの空洞を有し、その口辺端
部のＮＷＡプラグが、二束の８/３９デニールのトウの組合せから作られて、７８ｍｍの
ＷＧのＰＤと３７％のタール捕捉性を有し、そして上流のＷＡプラグが、８／２８デニー
ルのトウからなり、１２ｍｍのＷＧのＰＤと１６％のタール捕捉性を有することを除いて
、上記実施例１に記載されたとおりである。
【００２５】
　以下の表では、本発明により得られる実施例１～３のフィルターシガレットの結果と、
通気性ＷＡフィルターをもつ同じタバコロッドを用いた市販の「lights」通気性フィルタ
ーシガレットとを比較している。実施例１～３のフィルターでは、それぞれ４５％の総タ
ール捕捉性を有していたのに対して、比較の市販のフィルターでは、５７％のタール捕捉
性を有していた。
【００２６】
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【表１】

【００２７】
　ここに記載した製品及び部材のパラメーター（圧力降下、タール捕捉性、通気度％、透
過性を含む）に係る数値は、全て、工業標準（ＣＯＲＥＳＴＡ）装置及び条件を用いて測
定した。よって、圧力降下（耐通気性）は、１７．５ｍｌ／秒の定常容積流での、当該フ
ィルター又は部材における二つの端部の間の圧力差であり、「開放系」（許容される通気
量で測定される）なる表示が無ければ、「密閉系」で（通気が無いように、測定装置内で
カプセル化されて）測定されている。煙成分（タール、ＣＯ、ニコチン等）の排出収量は
、標準ＩＳＯ条件（１分間の間隔で、それぞれが３５ｍｌ容量で２秒間の一服量）下で、
標準（Filtrona）喫煙機にシガレットを喫煙させ、次いで排出した煙を収集して、分析す
ることによって測定した。フィルター及びフィルタープラグの捕捉効率は、密閉された（
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通気無し）フィルターでシガレットを喫煙させて、当該プラグによるタールの捕捉量を測
定することによって算出した。このタール捕捉性は、前記の捕捉されたタール量と排出さ
れたタール量の全重量に対する使用したプラグに捕捉されたこのタール重量の比（パーセ
ントで表示される）である。このパーセント通気度（又は空気の希釈度）は、シガレット
の口辺端部からの全容積流に存在する通気の比率である。これは、未点火のシガレットで
、１７．５ｍｌ／秒にセットされた前記のトータル流量を用いて測定され、実際上、５０
％の通気度、即ち空気の希釈度では、喫煙時でのそれぞれの一服が、元の煙に対して約５
０／５０ｖ／ｖ比で加わった通気を含んでいることを示し、そして４０％の通気度では、
それが約４０／６０比などであることを示している。空気透過性についてのＣＯＲＥＳＴ
Ａ（Centre de Cooperation pour les Recherches Scientifique Relatives au Tabac）
単位は、１ｋＰａ下で、ｍｌ／分・ｃｍ2である。
【００２８】
　本明細書中、パラメーターの測定に用いられたＩＳＯ試験には、以下の内容が含まれる
。
　タール収量：ＩＳＯ ４３８７（シガレット－常用の分析喫煙機を用いるニコチンを含
まない総乾燥粒状物質の決定）
　ＣＯ収量：ＩＳＯ ８４５４（シガレット－シガレット煙の蒸気相中でのＣＯの決定－
ＮＤＩＲ法）
　紙透過性：ＩＳＯ ２９６５（配向透過性領域を有する材料を含む、シガレット紙、フ
ィルタープラグラップ及びフィルター結合紙として使用される材料－空気透過性の決定）
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明によるフィルターの略側断面図である。
【図２】本発明によるフィルター付きシガレットの略側断面図である。
【図３】本発明における倍数の並びに最終的な個々のフィルター長とするに当っての切断
の仕方を示す、本発明による倍数長のフィルターロッドの略側断面図である。
【符号の説明】
【００３０】
　２　　口辺端部フィルタープラグ（下流フィルタープラグ）
　２'　　２倍長のフィルタープラグ
　３　　上流フィルタープラグ
　３'　　２倍長のフィルタープラグ
　４　　フィルターラッパー
　６　　空洞
　７　　上流端部
　８　　通気孔
　１０　　タバコロッド
　１１　　ラップ
　１２　　全体チッピングオーバーラップ
　１４　　通気孔
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【図３】
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